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守谷市遊育（あそいく）施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童（小学校就学前までの児童をいう。以下同じ。）が

、「遊び」を通して「自ら育つ」ことにより、児童の心身の健やかな育成を

図るとともに、生活に必要な基本動作、危機回避能力を培い、保護者の子育

てにおける「遊び」に対する不安解消等に寄与するために設置する守谷市遊

育施設（以下「遊育施設」という。）について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づき、遊育施設の設置及び管

理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 遊育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 守谷市遊育施設 

 位置 守谷市本町６３１番地の１ 

 （実施事項） 

第３条 遊育施設は、次に掲げる事項を実施するものとする。 

（１）児童及び保護者に対する体を使った遊びの指導に関する事項 

（２）遊具その他の設備の利用を通して、運動能力及び体力の向上に資する取

組みに関する事項 

（３）幼児期において必要な運動のあり方等の情報提供に関する事項 

（４）その他遊育施設の設置趣旨を達成するために必要な事項 

 （管理） 

第４条 遊育施設は、市長がこれを管理する。ただし、市長は前条の実施事項 

 の一部又は全部を適切な実施が確保できると認める者に委託することができ 

 る。 

 （使用対象者） 

第５条 遊育施設を使用できる者は、保護者が同伴する児童及び当該同伴を行 

 う保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない 

 。 

 （使用許可） 

第６条 遊育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなけ 

ればならない。 

２ 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。 

３ 次条の使用料を納付した者は、第１項の許可を受けたものとみなす。 

 （使用料） 

第７条 遊育施設を使用しようとする者は、規則で定める時間区分ごとに次に 

定める使用料を納付しなければならない。 

（１）市内在住の児童 １００円 

（２）前号以外の児童 ２００円 
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２ 前項の使用料は、遊育施設を使用する前までに納付しなければならない。 

 （使用料の返還） 

第８条 前条の規定により納付した使用料は返還しないものとする。ただし、 

使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなかった 

場合は、この限りでない。 

 （使用料の免除） 

第９条 市長は、第５条の使用対象者に特別な事情があると認めるときは、使 

用料を免除することができる。 

 （損害賠償等） 

第１０条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したとき

は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 （使用の制限等） 

第１１条 市長は、遊育施設を使用しようとする者又は使用している者が、次

の各号のいずれかに該当する場合は、遊育施設の使用を許可しない。 

（１）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合 

（２）施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場  

合 

（３）前２号に掲げる場合のほか、市長が遊育施設を使用させることが適当で

ないと認める場合 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年１２月１日から施行する。 
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提案理由（議案第３９号） 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は、保健センターの１室を活用し、子育て支援を行う遊育施設を設置す

るため、条例を制定するものです。 

 よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。 
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参考資料 

守谷市遊育（あそいく）施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、守谷市遊育（あそいく）施設の設置及び管理に関する条

例（令和 年守谷市条例第 号。）の施行に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

 （休館日） 

第２条 遊育施設の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に 

必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることがで 

きる。 

（１）毎週金曜日 

（２）１２月２９日から翌年１月３日まで 

 （使用時間等） 

第３条 遊育施設の使用に関する時間区分及び時間区分ごとの使用時間は、別

表のとおりとする。 

 （補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年１２月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

時間区分 使用時間 

第１クール 午前１０時から午前１１時まで 

第２クール 午前１１時１５分から午後１２時１５まで 

第３クール 午後１時１５分から午後２時１５分まで 

第４クール 午後２時３０分から午後３時３０分まで 

第５クール 午後３時４５分から午後４時４５分まで 
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